
 
 
 
 
 
 【働き方改革】 

チャレンジ 時間外・休日労働削減大作戦!!（実施結果） 
～行・労・使が一体となって長時間労働の抑制にチャレンジ～ 

 
長時間にわたる時間外・休日労働から生じる様々な悪影響※を少しでも減少させるため、滋賀労働局、

東近江労働基準監督署、ハローワーク東近江、ハローワーク甲賀では 11 月の過重労働解消キャンペーン
期間中に「【働き方改革】チャレンジ 時間外・休日労働削減大作戦!!」と題して、県内の企業（事業場）
に働き方改革への取り組みを呼びかけ、時間外・休日労働を削減するためのイベントを実施しました。 

このたび、本イベントの実施結果を取りまとめましたので、お知らせいたします。 
 
 
 

 
【働き方改革】チャレンジ 時間外・休日労働削減大作戦!!（実施結果） 

～ ハヨケ～ロで、職場ヨシ!家庭ヨシ!地域ヨシ! ～ 
１ イベント概要 

取り組みを表明した事業場に時間外・休日労働の削減目標と【働き方改革】の取組項目を決めても
らい、11 月のキャンペーン期間を中心に取組を実行していただき、その結果を東近江労働基準監督署
までご報告いただくイベント。結果については好事例として滋賀労働局の HP に掲載する他、東近江
労働基準監督署、ハローワーク東近江及びハローワーク甲賀に掲示し、広く県民に周知する。 

  
２ 取 組 期 間 平成 30 年 10 月１日～11 月 30 日の任意の 1 か月間 

 
 ３ 参加事業場数 時間外・休日労働の削減に意欲的に取り組む 101 の事業場（企業数︓12） 
 

４ 実施結果概要 
 イベントに参加していただいた事業場の 62％が、期間中に掲げた時間外・休日労働の削減目標を達
成し、また、94％の事業場が、期間中に掲げた目標や項目に取り組んだ結果、なんらかの“成果があっ
た”ことをご報告いただきました。多くの事業場が勤怠の状況や時間外の業務内容のいわゆる「見える
化」に取り組まれ、成果をあげています。勤怠の状況や時間外の業務内容を「見える化」することによ
り、不要・不急の時間外・休日労働の削減に効果があるとともに、各労働者の労働時間に対する意識の
向上にも繋がったものと思われます。 
 

 

※ 長時間にわたる時間外・休日労働は、労働者の心身の健康を害する恐れがあり、また、作業に
対する集中力の低下による労働安全上の事故リスクの引き上げに繋がる恐れもある等、様々な悪
影響を及ぼすと言われています。 
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期間中の目標

【働き方改革】チャレンジ 時間外・休日労働削減大作戦︕︕ 
 ～ハヨケ～ロで、職場ヨシ︕家庭ヨシ︕地域ヨシ︕～ 

 
 平成30 年秋、滋賀労働局、東近江労働基準監督署、東近江公共職業安定所、甲賀公共職業安定所では、「時間外・
休日労働削減大作戦︕︕～ハヨケ～ロで、職場ヨシ︕家庭ヨシ︕地域ヨシ︕～」と題して、県内の時間外・休日労
働を削減するためのイベントを実施しました。 
 イベントに参加された事業場の取組結果を取りまとめましたので、お知らせいたします。 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 取 組 期 間 平成30 年10 月１日～11 月30 日の任意の1 か月間 
 参加事業場数 時間外・休日労働の削減に意欲的に取り組む101 の事業場（企業数︓12） 
 
１ イベントに参加された各事業場が掲げた期間中の目標 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

２ イベントに参加された各事業場が期間中に取り組んだ項目 
 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複数回答あり 

前年同月と比較し、一定の割合で時間外労働を削減することを目標に掲げる事業場が最も多い。 

「管理者による（時間外労働予定の）確認」、勤務状況の「見える化」により、時間外労働の必要性を

精査し、不要・不急の時間外労働の削減に取り組んだ事業場が多い。 
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３ 期間中に掲げた目標の達成状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 期間中の取り組みの成果の有無 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 参加事業場からの声 
(1)取組の成果や上手くいったこと 
・ ノー残業デー拡大のアピールが全従業員に浸透し、理解を得られた。 
・ 上席者が率先して退店するよう努めるとともに、職場全体が早く帰るという意識を持つようになった。 
・ イベントに参加したことで職員の意識改革に繋がった。 
・ 出退勤の状況を管理ボードにより「見える化」したことにより、時間外労働に対する意識の向上に繋

がった。 

イベントに参加した事業場の62％が目標を達成。 

イベントに参加した事業場の 94％が、期間中に自らが掲げた目標や項目に取り組んだ結果、なんらか

の成果があったことを回答しています。 



・ 毎日のミーティングで時間外労働の確認をすることで、時間外労働の削減を全員が意識し、作業の効
率化につながった。 

・ 今回のチャレンジに参加したことが残業時間に改めて注目するきっかけになった。 
・ 各自が早期退社を心掛けた。 
・ ノー残業デーについて、会社からの指示なので気兼ねなく帰宅できると好評。 
・ 日々の進捗確認で管理者と労働者との相互確認ができた。 
・ 管理者が日々ホワイトボードで出退勤を確認し、時間外労働の削減に努めた。 
・ 正社員だけで仕事を抱え込むのをやめて、パートへの教育を進めた。 
・ ミーティング時の当日の仕事の進捗状況の確認と残業有無の確認。 
・ 在社、不在の管理ボードの新設・掲示。 
・ 日々の朝礼・夕礼時に時間外の確認と優先順位付けで時間外削減。 
・ 仕事の優先順位を明確にし、社員、アルバイト、パートの仕事のすみわけを実施。 
・ パートアルバイトのマルチスキル化。 
・ 毎日の朝礼にて、時間外の予定を報告させ、シフト計画との誤差を調整することにより、問題点を早

期発見できた。 
・ 勤怠を掲示し“見える化”したことで、長時間労働が是正された。 
・ 日々の MT で時間外予定確認。不要な時間外は削減を指示。退社を促す。 
・ 15 時ミーティングにより時間外内容を確認。不要な時間外の削減を指導し、調整を実施。 
 
(2)苦労したこと 
・ ノー残業デー以外の曜日に、業務の負担が集中した。 
・ 顧客の都合等により、ノー残業デーの完全実施は難しかった。 
・ 全従業員に所定の勤務時間内に仕事を完成させることの意識付け。 
・ イレギュラーな欠員に対する対応。 
・ 体調不良の労働者が出た場合に、時間外の予定が狂うため、労働者の体調管理も重要。 
・ 新規採用者の教育に時間を要したことにより、目標達成できず（次月度からは大幅に時間外削減可能。）。 
・ 人手が少ない部署は人員の調整に苦労した。 
・ 事務職員には人に仕事がついていることが多く、ノー残業デーの前後に残業が増えた。 
 
５ まとめ 
 イベントに参加していただいた事業場の多くが、期間中に掲げた時間外・休日労働の削減目標を達成し、
また、なんらかの“成果があった”ことをご報告いただいたところです。 
 参加事業場からの取組結果等を確認させていただくと、勤怠の状況や時間外の業務内容のいわゆる「見
える化」に多くの事業場が取り組まれ、成果をあげていただいています。勤怠の状況や時間外の業務内容
を「見える化」することにより、不要・不急の時間外・休日労働の削減に効果があるとともに、各労働者
の労働時間に対する意識の向上にも繋がったものと思われます。 
 一方で、「働き方改革」は、一企業、一事業場の努力のみでは成しえないものがあることも事実です。
今回のイベントに参加していただいた事業場からも「取引先の都合で時間外労働を余儀なくされた」との



声もいただいており、時間外・休日労働の削減は、地域全体の取り組みとして実施する必要性が明らかに
なったところです。 
 今後とも、滋賀労働局、東近江労働基準監督署、東近江公共職業安定所及び甲賀公共職業安定所では連
携して、「働き方改革」に対する社会的機運の醸成に努め、滋賀県内の（不要・不急の）時間外・休日労
働の削減や、県内の労働者のワーク・ライフ・バランスの充実に努めてまいります。 
 
 

平成 31 年２月 
 滋 賀 労 働 局 
 東近江労働基準監督署 
 東近江公共職業安定所 
 甲賀公共職業安定所 



参加事業場名 参加事業場数等

(株)アヤハディオ 石部配送センター

湖東信用金庫
本店営業部
　ほか18店舗・部署

積水化学工業(株) 滋賀水口工場

積水水口化工(株)

(株)平和堂
ビバシティ平和堂
　ほか71店舗

(株)和気 滋賀工場

製造業A 労働者数50～99人

製造業B 労働者数100～299人

製造業C 労働者数100～299人

製造業D 労働者数100～299人

建設業A 労働者数50～99人

業種、規模を明かさず

（五十音順）

　　　　　　平成31年２月
　　　　　　　　　滋賀労働局
　　　　　　　　　　東近江労働基準監督署
　　　　　　　　　　東近江公共職業安定所
　　　　　　　　　　甲賀公共職業安定所

・工場長による管理者に対する時間外労働削減推進指導・意識付け、管理職による部
下に対する時間外労働削減推進指導・意識付け、管理職に対する労働時間管理の徹底
により、全従業員の労働時間に対する意識が向上した。
・適正人材確保及び人材育成による多能工化推進（業務の平準化）等により業務の効
率化を推進することにより、時間外労働が前年と比べ49.8％減少した。

　社内報での時間外労働削減のメッセージ発信、幹部会での取組事項周知等により、
各自が早期退社を心掛け、作業を効率よく取り組んだ。

　非公表

　今後とも、滋賀労働局、東近江労働基準監督署、東近江公共職業安定所及び甲賀公共職業安定所では
連携して、「働き方改革」に対する社会的機運の醸成に努め、滋賀県内の（不要・不急の）時間外・休
日労働の削減や、県内の労働者のワーク・ライフ・バランスの充実に努めてまいります。

　部門ごとの時間外労働時間数や有給休暇取得状況を共有し、管理者に時間外労働の
状況を通知し、業務の進捗状況を管理させることにより、目標を達成した。
　平均時間外労働時間は前年と比べ約５％削減できた。

・部門を超えた応援体制の構築や各人のマルチスキル化に取り組んだ。
・勤務状況を管理ボードで「見える化」することにより、時間外労働の確認と指導を
図った。

　「週１日ノー残業デー」を実施したところ、各労働者が目的を達成するためにはど
うしたらよいか考えて行動することができた。

　前年と比べ、期間中の休日出勤時間数が80％以上減少した。

・毎水曜日の定時退社の徹底、１日２時間超の残業者のチェック等により、目標を達
成した。
・労働組合と協力して推進したことが目標達成に繋がった。

　ノー残業デーの再徹底、各管理職へ時間外労働削減の協力依頼を行い時間外労働の
削減に努めた結果、前年と比べ時間外・休日労働が５％減少した。

　平均時間外労働時間を前年と比べ約５％削減できた。

　【働き方改革】チャレンジ　時間外・休日労働削減大作戦︕︕
　　　　～ハヨケ～ロで、職場ヨシ︕家庭ヨシ︕地域ヨシ︕～

　以下の事業場は、労働局の呼びかけに賛同し、時間外・休日労働を積極的に削減し
『魅力ある職場づくり』に取り組んでいただいている事業場であることをご紹介します。

取組結果/上手くいったこと

・期間中、週２回のノー残業デイの実施により、時間外労働を削減した。
・ノー残業デイ拡大のアピールが全従業員に浸透し、理解を得られた。

・取組に参加したことにより、一人一人の時間外労働削減の意識向上に繋がった。
・店舗全体で時間を早く効率的に使う工夫をするようになった。
























